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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本航空株式会社所属ダグラス式ＤＣ－８－５３型ＪＡ８０１０は、日本航空３６０便とし 

て昭和５１年４月７日、福岡空港から東京国際空港に向け飛行中タービランスに遭遇し旅客１ 

名が重傷を負った。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５１年４月９日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５１年６月３０日　意見聴取

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ８０１０は、４月７日旅客１６１名乗員７名がとう乗し、１２時１２分福岡空港を離陸



し、巡航高度２９，０００フィートで東京国際空港に向った。

当日は発達した低気圧が前線を伴ない関東を通過した直後であり、ゆれる可能性があったの 

で松山付近上空からベルトサインは点灯していた。

大島を過ぎて降下を始めた１３時２０分ごろ、木更津ＶＯＲの南約１５浬の上空高度１１，０００ 

フィートでタービランスに遭遇し、後部洗面所に入っていた男性旅客（７６才）は入院加療２ 

ヶ月の第３腰椎圧迫骨折の重傷を負った。

同機は１３時３２分東京国際空港に着陸した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗員

乗組員 その他
その他

死亡　０　０　０

重傷　０　１　０

軽傷　０　０　０

なし　７　１６０

２．３　航空機の損壊の程度

なし

２．４　航空機以外の物件の損壊

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和１５年２月４日生

技能証明　定期運送用操縦士　第１１０６号

昭和４４年５月２３日取得

第１種航空身体検査証明書第１１１２５４３５号

有効期間　昭和５１年１月１９日から昭和５２年１月１８日まで

総飛行時間　５，７５２時間１７分



同型飛行時間 ２，１８１時間２６分

最近３０日間の飛行時間 ５５時間１３分

２．６　航空機に関する情報

型式　ダグラス式ＤＣ－８－５３型

製造年月日　昭和３９年１月２１日

製造番号　４５６５１

耐空証明書番号　８３３号　昭和３９年１月３１日

総飛行時間　４０，５６４時間００分

オーバーホール後の飛行時間　１，３７１時間３１分

前回点検後の飛行時間　２６１時間２６分

２．７　気象に関する情報

午前３時の地上天気図によれば、房総沖に出た１，０００ミリバールの低気圧から寒冷前線が 

南西に延びており、関東は低気圧圏内にあり、午前９時の地上天気図によると低気圧は９９０ 

ミリバールに発達し、東北地方沖合に達し寒冷前線も東進した。（付図１，２）

東京航空地方気象台の観測値は次のとおりである。

１２時２６分　風向３４０度風速２３ノット

視程３５キロメートル　雲量２／８　雲形積雲

雲高３，０００フィート　気温１６度Ｃ

１２時５６分　風向３４０度　風速２１ノット

視程３５キロメートル　雲量２／８　雲形積雲

雲高３，０００フィート　気温１７度Ｃ

１３時２６分　風向３５０度　風速２５ノット

視程３５キロメートル　雲量２／８　雲形積雲

雲高３，０００フィート　気温１６度Ｃ

１３時５６分　風向３６０度　風速２７ノット

視程３５キロメートル　雲量２／８　雲形積雲

雲高３，０００フィート　気温１５度Ｃ



２．８　飛行記録装置及び音声記録装置に関する情報

ＪＡ８０１０はサンドストランド社製Ｐ／Ｎ１０１０３５－１飛行記録装置及びコリンズ社 

製Ｐ／Ｎ６４２Ｃ－１音声記録装置を胴体後部に装置していた。

飛行記録装置は読取りが行われ垂直加速度の指示は最大＋２．３Ｇ、最小＋０．３Ｇを示してい 

た（付図３）。

３　事実を認定した理由

３．１　解折

ＦＤＲ（飛行記録装置）の記録によると、同機は降下中に高度１４，０００フィートから

９，０００フィートを通過する間の約１分間揺れの状態にあり、激しいタービランスはその間の高 

度１１，０００フィートを通過するころの１０秒間に発生し、垂直加速度は察大＋２．３Ｇ、最小 

＋０．３Ｇを示しており、当時のタービランスは突発的でかつ激しかったものと認められる。

この１分間における計器指示速度はかなり変動しており、タービランス遭遇前２６０ノット 

であったものが２４０ノットまで減少し、その後急速に３００ノットまで増加、その後除々に 

２８０ノットに安定した。

ベルトサインは松山上空付近から点灯したまゝであり、降下開始時には旅客のベルト着用の

確認を行っていた。

当該旅客は、客室乗務員が着陸後の案内についての機内放送を行っている間に後部洗面所を

使用中、激しいタービランスに遭遇したものと認められる。

４　結論

原因

本事故は、ベルトサイン点灯中に１名の旅客が後部洗面所を使用中激しいタービランスに遭 

遇したことによるものと認められる。





付図１





付図２



付図３


